
「（仮称）大田区こども計画」策定に向けた区民アンケート調査等業務委託に係る質問の回答について 

 

頁 質問項目 ご質問 回答 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

イ インターネット回答

フォームの作成（カ） 

「回答を進めるごとに残りの回答数及び回答時

間を表示すること」との記載がありますが、「残

りの回答数」と「回答時間」の表示はいずれかを

満たせばよいですか。あるいは両方必須ですか。 

「残りの回答数」と「回答時間」の両方を表示

するようにしてください。 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

イ インターネット回答

フォームの作成（カ） 

「複数問回答を進めるごとにイベントを発生さ

せること」との記載がありますが、「イベント」

の具体的なイメージをご教示頂けますか。 

募集要領 P.2 の提出書類５の企画提案書におい

て、「調査の回収率向上のための手法」の１つと

して、ご提案いただきたいものになります。 

小学生・中学生が次の設問にも回答したいと思

えるような、回答フォーム上で展開できる「イベ

ント」をご提案ください。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信（ア）（イ） 

「デジタルイラスト」及び「デジタルギフト」

との記載がありますが、それぞれ具体的なイメー

ジをご教示頂けますか。 

 募集要領 P.2 の提出書類５の企画提案書におい

て、「調査の回収率向上のための手法」の１つと

して、ご提案いただきたいものになります。 

 こども、若者、保護者が回答したいと思えるよ

うな「デジタルイラスト」「デジタルギフト」を

ご提案ください。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

キ Web ページの作成 

「調査対象者以外の区在住のこども・若者及び

保護者がこども・若者・子育て支援施策について

意見を入力することができる Web ページ」との記

載がありますが、これは受託者が作成した Web ペ

ージへ、大田区様のホームページ等からアクセス

できるように公表する認識でよろしいですか。 

 そのとおりです。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（３）インターネット回

答におけるセキュリティ

対策 イ 

「委託者は、（中略）接続認証を行うこと。ま

た、（中略）不正利用がないかを確認すること」

との記載がありますが、この業務は、「受託者」

が行うものという認識でよろしいですか。 

「受託者」が行う業務に対して、「委託者」が確

認することになります。 



頁 質問項目 ご質問 回答 

仕様書（案） 

P.2 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

ア 設問内容の設計 

「「大田区こども未来計画」における「大田区子

ども・子育て支援事業計画」に関する調査は除

く」とありますが、いわゆる量の見込みを算出す

るために必要な事項は盛り込む必要が無いという

ことで良いでしょうか。 

 そのとおりです。 

 なお、「大田区子ども・子育て支援事業計画」

に関する調査は令和９年度に実施する予定です。 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

イ インターネット回答

フォームの作成（カ） 

「イベントを発生させること」とありますが、

アンケート調査において「イベント」という用語

があまり一般的ではないと思いますので、何を指

すのか貴区のイメージをご教示いただければと思

います。 

募集要領 P.2 の提出書類５の企画提案書におい

て、「調査の回収率向上のための手法」の１つと

して、ご提案いただきたいものになります。 

小学生・中学生が次の設問にも回答したいと思

えるような、回答フォーム上で展開できる「イベ

ント」をご提案ください。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

「インセンティブ及びその送信に係る経費は受

託者の負担とする」とありますが、（ア）のデジ

タルイラストの作成・加工に係るデザイン費また

は調達費も受託者の負担という理解でよろしいで

しょうか。 

 そのとおりです。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

委託者・受託者以外の第三者が著作権を有する

コンテンツを、使用料を受託者負担で支払って本

業務のデジタルイラスト（もしくはその一部）と

して利用することは提案可能でしょうか。 

 可能です。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

キ Web ページの作成 

「調査対象者以外の区在住のこども・若者及び

保護者が意見を入力することができる Web ペー

ジ」から意見を入力いただいた回答者へは、イン

センティブの送信は必要でしょうか。 

 必要ありません。 

募集要領 

P.2 

５ 提出書類等 

（１）提出書類及び部数 

「区提示課題」は「第一次審査通過事業者のみ

提出とし、課題は第一次選考結果通知時に区より

別途提示する」とありますが、もし区提示課題に

 影響はありません。 



頁 質問項目 ご質問 回答 

対応しうる内容を第一次審査時の企画提案書で既

に記載していた場合、全く同じ内容を「区提示課

題に対する提案書」としてまとめ直し提出して

も、選定委員会における審査（評価点）に影響は

ございませんでしょうか。 

募集要領 

P.3 

６ 選定方法 

（２）第二次審査 

第二次審査では、「区提示課題に対する提案

書」の内容を説明することは任意でしょうか、必

須でしょうか。 

 必須となります。 

個人情報、

特定個人情

報及び機密

情報の取扱

いに関する

付帯条項 

P.2 

第 12 条（再委託） 

当法人においては、本業務の実施にあたり、業

務の一部を再委託し、さらにその一部を再々委託

する可能性があります。 

本件において、再々委託の禁止など、再委託と

同様の制限以外に何か遵守事項等はありますでし

ょうか。 

大田区では、再々委託はできないことになって

います（「「大田区業務委託契約に関する再委託ガ

イドライン」５（２）参照）。 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

イ インターネット回答

フォームの作成 

同一対象者からの複数回答を防ぐため、一度完

答した ID・パスワードによる再回答ができなくな

る仕様とすることは差し支えないでしょうか。 

 再回答はできるようにし、最後に回答したもの

を集計するようにしてください。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

インセンティブの選定にあたり、貴区として採

用不可となるものなど、何か制約事項はあります

でしょうか。 

 制約事項はありませんが、調査の目的を踏まえ

た内容でのご提案をお願いします。 

仕様書（案） 

P.5 

４ 業務内容 

（５）大田区こども未来

会議の支援 

現時点で、令和 8年度の会議日程をご教示いた

だくことは可能でしょうか。 

 現時点では、８月、10 月、２月の開催を予定し

ています。 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

コールセンターの設置にあたっては、本業務専

用の電話番号の開設が必要でしょうか。 
 必要となります。 



頁 質問項目 ご質問 回答 

オ 調査に関する問合せ

対応 

仕様書（案） 

P.3 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

オ 調査に関する問合せ

対応 

専用の電話番号の開設が必要な場合、フリーダ

イヤルに対応した電話番号にする必要はあります

でしょうか。 

 フリーダイヤルに対応した電話番号が望ましい

と考えます。 

仕様書（案） 

P.4 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

「（ア）小学生及び中学生 デジタルイラスト」

について、想定されているデジタルイラストの内

容・イメージについてご教示ください。 

 募集要領 P.2 の提出書類５の企画提案書におい

て、「調査の回収率向上のための手法」の１つと

して、ご提案いただきたいものになります。 

 こども、若者、保護者が回答したいと思えるよ

うな「デジタルイラスト」「デジタルギフト」を

ご提案ください。 

仕様書（案） 

P.5 

４ 業務内容 

（２）調査実施 

カ 回答者へのインセン

ティブの送信 

「（イ）（ア）以外 デジタルギフト」の内容に

ついて、想定されている１人あたりの金額（単

価）の目安についてご教示ください。 

募集要領 

P.5 

９ 評価内容 

（１）第一次審査 

「２ 受託実績」について、「同種」と「類

似」の業務実績の定義（相違点）についてご教示

ください。 

「同種」については、地方自治体のこども・若

者・保護者を対象とした計画策定に向けた調査、

「類似」については、地方自治体の住民を対象と

した調査となります。 

 

 

 


